
感染症予防計画の策定の経緯について

感染症予防計画について

改正感染症法により、都道府県が平時に定める予防計画について、
①保健・医療提供体制に関する記載事項を充実することや、
②感染症に係る医療提供体制の確保等について数値目標を定めること等が示された。（R6.4.1施行）
また、保健所設置市においても、地域の実情に応じて保健所設置市区においても主体的・機動的に
感染症対策に取り組む必要があるため、都道府県と同様に予防計画の策定が義務付けられた。

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症の発生及びまん延に備えるため、以下の措置を講ずる必要がある。
・国や都道府県等の連携協力による病床 ・感染症対策物資の確保の強化
・外来医療及び医療人材 ・保健所や検査等の体制強化 ・情報基盤の整備
・機動的なワクチン接種の実施 ・水際対策の実効性の確保 等

感染症法

感染症法の一部改正（R4.12.9公布）
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健康危機対処計画（感染症編）の策定の経緯について

健康危機対処計画（感染症）について

新型コロナ対応での課題を踏まえ、新興・再興感染症だけでなく、災害等も含めた健康危機全般
について、これらが複合的に発生した場合にも対応できる健康危機管理体制の構築が必要。
（平時から計画的に保健所体制を整備）

地域保健法に基づく、地域保健対策の推進に関する基本的な指針（令和５年４月１日施行）に
おいて、保健所は平時から健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、既存の手引書等を踏
まえ、今年度内に「健康危機対処計画（感染症）」を策定。

R5.6.29厚生労働省説明資料抜粋

地域保健法
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愛媛県感染症予防計画（改正案）の概要
○計画の記載事項

第１ 基本的な方向
・事前対応型行政の構築
・感染症対策連携協議会の設置
・PDCA サイクルによる取組推進
・県や市町等の果たす役割
・予防接種

第２ 発生予防
・感染症発生動向調査体制の整備
・結核の定期健康診断
・予防接種の推進
・情報収集でのDX推進

第７ 患者移送
・消防機関等との連携
・感染症車両の確保

第８ 数値目標（別表２に記載）
・10項目の数値目標を設定

第3 まん延防止
・積極的疫学調査
・食品保健対策及び環境衛生対策との連携
・新感染症の発生時の対応

第5 検査体制
・病原体等の検査の推進
・衛生環境研究所の体制強化
・民間検査機関も含めた体制整備

第4 情報収集・調査・研究
・情報の収集、調査及び研究の推進

第6 医療提供体制
・感染症指定医療機関の指定
・新興感染症に備えた医療提供体制の確保
・医薬品等の備蓄及び確保

第10 外出自粛者の療養
環境整備

・外出自粛対象者への健康観察
・医薬品や生活必需品等の支給等

第９ 宿泊施設
・宿泊施設の確保

第11 総合調整・指示
・体制整備等に係る総合調整等の実施
・連携協議会も活用した入院調整体制の構築

第12 物資の確保
・個人防護具等の備蓄や確保

第15 保健所
・感染症の拡大を想定した体制
の整備

・人員や機材の確保
・統括保健師の設置

第14 人材養成・資質向上
・保健所や衛生環境研究所等の
職員に対する研修等の実施

・医療機関等における人材の育成

第13 普及啓発・人権の尊重
・感染症に関する知識の普及
・患者等のプライバシー保護

第17 その他の重要事項
・施設内感染の防止
・災害防疫
・動物由来感染症対策
・外国人に対する適用
・薬剤耐性対策

第16 緊急時の施策
・緊急時における医療体制
・他の都道府県や国等との連絡体制
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基本指針の改正により内容を充実

基本指針の改正により新規に追加
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少なくとも3年以内に再検討する項目

（その他の項目は少なくとも6年以内に再検討）
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愛媛県感染症予防計画（改正案）の概要
○数値目標（予防計画の別表２）新型コロナ対応時に確保した最大規模を上回る体制を目標に設定

区分 項目 目標
目標値

流行初期 流行初期以降

(1) 
医療提供体制

①病床 協定締結医療機関（入院）における確保可能病床数 229床 534床
②発熱外来 協定締結医療機関（発熱外来）の機関数 597機関 770機関

③自宅療養者
への医療の提
供

自宅・宿泊療養・高齢者施設における療養者等に医療を提供する機関数 － 983機関

機関種別
病院、診療所 － 510機関
訪問看護事業所 － 51機関
薬局 － 422機関

④後方支援 後方支援を行う医療機関数 － 79機関

⑤医療人材の
確保人数（派
遣可能数）

派遣可能な人数 － 102人
医師 － 2人
看護師 － 100人
その他 － 0人

(2) 
物資の確保

⑥個人防護具
(PPE)の備蓄を
十分に行う医
療機関の数

施設の使用量２カ月分以上にあたるPPEの備蓄を行う医療機関数
協定締結医療機関数（病院、診
療所、訪問看護事業所）の８割
以上

(3) 
検査体制

⑦検査能力、
検査機器確保
数

検査の実施能力 508件/日 8,100件/日
衛生環境研究所 216件/日 304件/日
医療機関、民間検査会社等 292件/日 7,796件/日

衛生環境研究所の検査機器の数 5台 5台
(4) 
宿泊療養体制

⑧宿泊施設確
保居室数

確保居室数 62室 263室

(5) 
人材の養成・資質の向上

⑨研修・訓練 協定締結医療機関、保健所及び県庁職員等に実施した研修・訓練等回数 年１回以上

(6) 
保健所の体制整備

⑩人員確保数、
即応可能な
IHEAT要員の確
保数IHEAT 研
修受講者数）

流行開始から１ヶ月間において想定される業務量に対応する人員確保数 750人 －

保健所設置市 松山市保健所 200人 －

県型保健所

四国中央保健所 54人 －
西条保健所 180人 －
今治保健所 84人 －
中予保健所 51人 －
八幡浜保健所 93人 －
宇和島保健所 88人 －

即応可能なIHEAT要員の確保数（IHEAT研修受講者数） 4人

※流行初期 ：発生の公表後３ヶ月（「医療提供体制」については1週間。「検査体制」「宿泊療養体制」については１か月）

※流行初期以降：発生の公表後６ヶ月程度 2



愛媛県感染症予防計画（改正案）の概要
○改正にかかるスケジュール

感染症法等の一部を改正する法律施行R４.12月

関係部署に素案の意見照会

12月

R６.２月

R５.５月

７月 県感染症対策連携協議会にて骨子の諮問

１１月

国の基本指針改正

各市町に素案の意見照会

県感染症対策連携協議会にて素案の諮問

３月

４月

パブリック・コメント開始（2/6）

パブリック・コメント終了（3/5）

県感染症対策連携協議会にて改正案の諮問

予防計画改正

厚生労働大臣に報告 3
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